
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係

平成２０年１２月５日 製品安全課

商品名等

（電気用品名等）

競馬遊戯機（競馬遊技器）

１ 当該商品等の概要

○用途、機能、性能

本製品は、ゲームセンターに設置され、遊戯者が競走馬の順位を当てる競馬遊戯

機である。

馬が走るフィールドを模擬したメインユニットと、遊戯者が投票申込及びメダル

の払出しを受ける複数（最大３２台）のサブユニットから構成され、メインユニッ

トとサブユニットはＬＡＮケーブルで接続される。

フィールド上の競走馬（馬メカ）は電動機駆動であるが、馬順位は既にメインユ

ニットの主基板（ＣＰＵ）により順位抽選が行われており、「馬メカ」は抽選結果

を演出するためにフィールドを走るものである。

○構造、仕様、意匠

各ユニットにＬＣＤモニターを有しており、メインユニットのモニターはフィ

ールド上の画像演出用で、サブユニットのモニターは遊戯者が操作するタッチパ

ネルである。

外観寸法：メインユニット・幅４０００×奥４０００×高２３００㎜

サブユニット・幅９００×奥１０６７×高５９５㎜

定 格：メインユニット 単相２００Ｖ、３０Ａ

サブユニット １００Ｖ、３.５Ａ

○主な使用者、販売先

ゲームセンター

２ 対象・非対象の解釈

特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気遊戯盤」として取

り扱う。

（理由）

本製品は、メインユニットの主基板（ＣＰＵ）により順位抽選を行い、メインユ

ニットとサブユニットはＬＡＮケーブルで接続されていることから「電子応用遊戯

器具」とも考えられるが、競走馬（馬メカ）が電動機で駆動されるものであること

から、「電気遊戯盤」として取り扱うことが妥当と判断する。


